
条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
項
第
七
号
事
務
の
欄
３
中
「
第
五
十
九
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
九
項
」
を

加
え
、
同
欄
５
中
「
第
五
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
５

を
６
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

５ 

法
第
五
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
提
供
の
要
請 

 
 

別
表
第
九
十
二
項
事
務
の
欄 

中
「
第
七
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
三
十
項
事
務
の
欄
１
中
「
及
び
第
十
二
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
欄
２
中
「
第
三
条

第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
第
八
条
第
二

項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
前
段
」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
６
と
し
、
同
欄
４
中
「
及
び
第
十
二

条
第
三
項
」
を
削
り
、
同
欄
中
４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

４ 

法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
確
認 

 
 

別
表
第
三
十
項
事
務
の
欄
７
中
「
法
」
の
下
に
「
第
八
条
第
三
項
後
段
及
び
」
を
加
え
、
同

欄
中
８
を
９
と
し
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

８ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

第
三
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
二
十
一
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
越
市
」
の
下
に
「
、
越
谷
市
」
を
加
え
、
同

項
第
二
号
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

別
表
第
二
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
八
潮
市
」
の
下
に
「
、
富
士
見
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
十
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
小
川
町
」
の
下
に
「
、
川
島
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
十
一
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
行
田
市
」
の
下
に
「
、
秩
父
市
」
を
、
「
吉
川

市
」
の
下
に
「
、
美
里
町
、
神
川
町
、
上
里
町
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
加

須
市
」
を
「
秩
父
市
、
加
須
市
」
に
改
め
、
「
吉
川
市
」
の
下
に
「
、
美
里
町
、
神
川
町
、
上

40 

各
市
町
村
（
前
号
の
市
町
村
の
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
及
び
さ
い
た
ま
市
を
除
く
。
） 

 



里
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
七
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

別
表
第
百
一
項
市
町
村
の
欄
中
「
八
潮
市
」
の
下
に
「
、
富
士
見
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
百
三
項
市
町
村
の
欄
中
「
川
口
市
」
の
下
に
「
、
行
田
市
」
を
加
え
る
。 

第
四
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

第
五
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
二
十
七
項
第
一
号
事
務
の
欄
２
中
「
第
三
十
九
条
の
十
一
」
の
下
に
「
、
第
三
十
九

条
の
二
十
一
第
一
項
後
段
」
を
加
え
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま

で
と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

法
第
三
十
九
条
の
二
十
三
後
段
の
規
定
に
よ
る
危
害
予
防
規
程
の
提
出
の
要
求 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日 

 

三 

第
四
条
の
規
定 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五

十
五
号
）
の
施
行
の
日 

 

四 

第
五
条
の
規
定 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七

十
四
号
）
の
施
行
の
日 

２ 

こ
の
条
例
（
第
一
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
（
前
項
第
一
号
の
規
定

に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
改
正
後
の
別
表
の
事
務
の
欄
に
掲
げ

る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て

さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
に
同
表
の
市
町
村
の
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に

19 

51 

19 

20 

52 

18 

47 削除 

 
 

 

 

 

53 

52 

各
市
町
村
（
さ
い
た
ま
市
を
除
く
。
） 

 



対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

  


